
 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度の国民健康保険税按分率（税率）年度の国民健康保険税按分率（税率）年度の国民健康保険税按分率（税率）年度の国民健康保険税按分率（税率）    
 

【医療分課税対象者】全体の国保加入者  【後期高齢者支援分課税対象者】全体の国保加入者 【介護分課税対象者】４０歳～６４歳 

 

 

 

 

 

 
 

【国民健康保険制度】 

 私たちの地域に住む人たちが、普段からお金を出し合い、これに国の補助金も加え、病気やけがなどの際、お互いに生活上 

 の困難を分かち合おう、という目的から生まれたものです。 

 介護分については、４０歳～６４歳の第２号被保険者がいる世帯のみ従来の国保税に上乗せして、一体的に賦課徴収されます。 
 

国民健康国民健康国民健康国民健康保険税の算出具体例（年税額）保険税の算出具体例（年税額）保険税の算出具体例（年税額）保険税の算出具体例（年税額）    
 

   ☆☆☆☆    説説説説    例例例例            大人２人・子供２人の４人家族の場合大人２人・子供２人の４人家族の場合大人２人・子供２人の４人家族の場合大人２人・子供２人の４人家族の場合    

     ・平成１９年中の所得        夫（４３歳） ３，５００，０００円（自営業） 

                       妻（３９歳）   ５００，０００円（パート） 

                       子   供  な  し 

     ・平成２０年度の固定資産税額              ５０，０００円 
 

   １１１１    所得割の計算所得割の計算所得割の計算所得割の計算    

       夫  ３，５００，０００円－基礎控除 ３３０，０００円＝３，１７０，０００円 

       妻    ５００，０００円－基礎控除 ３３０，０００円＝  １７０，０００円 

                               計   ３，３４０，０００円 

医 療 給 付 費 分             ３，３４０，０００円× ０．０５７ ＝１９０，３８０円 ① 

後期高齢者支援分             ３，３４０，０００円× ０．０１５ ＝ ５０，１００円 ② 
 

      夫（４３歳）のみ（第２号被保険者） 

      介護分の所得割の計算 

介 護 納 付 金 分             ３，１７０，０００円×０．００８７＝ ２７，５７９円 ③ 
 

 注意  国民健康保険税の控除額は基礎控除３３０，０００円のみです 
 

   ２２２２    資産割の計算資産割の計算資産割の計算資産割の計算    

医 療 給 付 費 分                ５０，０００円× ０．２２ ＝ １１，０００円 ④ 

後期高齢者支援分                ５０，０００円× ０．１０ ＝  ５，０００円 ⑤ 
 

   ３３３３    均等割の計算均等割の計算均等割の計算均等割の計算    

医 療 給 付 費 分                １４，０００円×  ４人  ＝ ５６，０００円 ⑥ 

後期高齢者支援分                 ５，０００円×  ４人  ＝ ２０，０００円 ⑦ 
 

      夫（４３歳）のみ（第２号被保険者） 

介 護 納 付 金 分                １２，０００円×  １人  ＝ １２，０００円 ⑧ 
 

   ４４４４    平等割の金額平等割の金額平等割の金額平等割の金額    

医 療 給 付 費 分                                １７，０００円 ⑨ 

後期高齢者支援分                                 ５，０００円 ⑩ 
 

    以上の計算から算出した①+④+⑥+⑨の合計額が医療分、②+⑤+⑦+⑩の合計額が支援分年税額となります。 

         医療給付費分        後期高齢者支援分 

 ① １９０，３８０円    ②  ５０，１００円 

＋④  １１，０００円   ＋⑤   ５，０００円 

＋⑥  ５６，０００円   ＋⑦  ２０，０００円 

＋⑨  １７，０００円   ＋⑩   ５，０００円 

   ２７４，３８０円       ８０，１００円 それぞれの金額から 100円未満は切り捨てます。 

⑪ 医療分計 ２７４，３００円 ⑫支援分計 ８０，１００円            
 

    夫（４３歳）介護該当（第２号被保険者）の計算 ③+⑧の合計額が介護分年税額となります。 

                       ③  ２７，５７９円 

                      ＋⑧  １２，０００円 

                          ３９，５７９円 １００円未満は切り捨てます。 

                    ⑬介護分計 ３９，５００円 
 

★★★★    合計税額合計税額合計税額合計税額    ⑪⑪⑪⑪医療給付費分＋⑫後期高齢者支援分＋⑬介護納付金分で計算します医療給付費分＋⑫後期高齢者支援分＋⑬介護納付金分で計算します医療給付費分＋⑫後期高齢者支援分＋⑬介護納付金分で計算します医療給付費分＋⑫後期高齢者支援分＋⑬介護納付金分で計算します    

⑪ ２７４，３００円＋⑫ ８０，１００円＋⑬ ３９，５００円＝３９３，９００円３９３，９００円３９３，９００円３９３，９００円 
 

   ＊＊＊＊    賦課限度額について賦課限度額について賦課限度額について賦課限度額について    

算出したそれぞれの税額が医療分の賦課限度額（４７万円）を超える世帯については４７万円、 

     支援分の賦課限度額（１２万円）を超える世帯については１２万円、 

     介護分の賦課限度額（１０万円）を超える世帯については１０万円がそれぞれの税額となります。 

所 得 割     ５．７０％ 

資 産 割    ２２．００％ 

均 等 割   １４，０００円 

平 等 割   １７，０００円 

賦課限度額  ４７０，０００円 

所 得 割     １．５０％ 

資 産 割    １０．００％ 

均 等 割    ５，０００円 

平 等 割    ５，０００円 

賦課限度額  １２０，０００円 
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所 得 割     ０．８７％ 

 

均 等 割   １２，０００円 

 

賦課限度額  １００，０００円 



 

 

国民健康保険税簡易算出表  

     

 

１１１１ 所得割 （前年の所得が対象）（１月～１２月） 

      給 与 収 入 金 額（       ） 

      給 与 所 得 金 額（       ） 

       年 金 収 入（              ） 

      年金・雑所得金額（       ） 

     営 業 所 得 金 額（       ） 

     不 動 産 所 得 金 額（       ） 

     譲 渡 所 得 金 額（       ） 

      所 得 合 計 金 額（       ）－３３万＝Ａ（課税総所得金額） 

    介護該当者所得合計（       ）－３３万＝Ｂ（介護納付金分課税総所得金額） 

    （所得合計金額中介護納付金該当者分所得合計）   （＊個人ごとの所得から 33万円を控除する。） 
 

               医 療 給 付 費 分Ａ（         ）×５．７０％＝（       円）① 

               後期高齢者支援分Ａ（         ）×１．５０％＝（       円）② 

               介 護 納 付 金 分Ｂ（           ）×０．８７％＝（       円）③ 

 

２２２２  資産割 （都市計画税は除く） 

 

               固 定 資 産 税 額 （        ）Ｃ 

               医 療 給 付 費 分Ｃ（         ）× ２２％   ＝（       円）④ 

               後期高齢者支援分Ｃ（         ）× １０％   ＝（       円）⑤ 

 

 

３３３３  均等割 （１人当り） 

 

               医 療 給 付 費 分（   ）人 ×１４，０００円  ＝（       円）⑥ 

               後期高齢者支援分（   ）人 ×  ５，０００円  ＝（       円）⑦ 

               介 護 納 付 金 分（   ）人 ×１２，０００円  ＝（       円）⑧ 

 

４４４４ 平等割 （１世帯当り、年間 ） 

               医 療 給 付 費 分               １７，０００円  ＝（       円）⑨ 

               後期高齢者支援分                 ５，０００円  ＝（       円）⑩ 

 

     年税額  

           医 療 給 付 費 分             ①＋④＋⑥＋⑨ ＝［        円］⑪ 

               後期高齢者支援分              ②＋⑤＋⑦＋⑩ ＝［        円］⑫ 

          介 護 納 付 金 分             ③＋⑧ ＝［        円］⑬ 
 

                    合  計      ⑪＋⑫＋⑬ ＝（（（（        円））））    

 

 

《注》 ４０歳～６４歳の被保険者には、介護保険料を合わせて納付いただきます。 

・給与所得の源泉徴収票の給与所得控除後の金額 

 

・確定申告書Ａ表   ⑤番の金額 

 

・確定申告書Ｂ表   ⑨番の金額 

（第三表がある場合は○57～○65を加算） 


